
令和５年度三沢市結婚新生活支援金 Ｑ＆Ａ

Ｑ8-1  昨年度申請していない場合でも対象となりますか？

Ａ
 対象となりません。

 昨年度三沢市から交付決定を受けている世帯のみ申請することができます。

Ｑ8-2  申請できる対象経費（住宅の賃借費等）を教えてください。

Ａ  特例対象世帯は昨年の補助対象項目のみ申請することができます。

Ｑ8-3  申請に必要な書類を教えてください。

Ａ

 申請に必要な書類は、令和５年度三沢市結婚新生活支援金交付要綱（第８条第１項）に記載の書類をご提出ください。

 ただし、既に提出している書類等で省略することができる書類がありますので、一度下記担当までお問い合わせください。

 【担 当】

  〒033-8666 三沢市桜町1-1-38

  TEL：0176-53-5111（内線531） Mail：msw_kikaku@misawashi.aomori.jp

  三沢市役所政策部政策調整課 企画戦略係まで

８．昨年度交付決定額が上限額に満たなかった場合【特例対象世帯】について
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